
農林水産物等輸出倍増推進事業（新規）

（農林水産物等輸出倍増重点推進対策）

１．趣旨

アジア諸国の経済発展に伴う所得の向上などにより、我が国の高品質で安全な農林水産

物等の輸出を拡大する機会が到来している。この機を捉え、攻めの農政の重要な柱のひと

つとして、内閣総理大臣を本部長とする食料・農業・農村政策推進本部においては、農林

水産物等の輸出金額を今後５年間で倍増する輸出拡大目標が設定されたところであり、こ

の目標達成に資するため、果実、水産物等の今後輸出拡大が期待される特定品目について

明確な目標を設定し戦略的に輸出に取り組もうとする事業体の輸出拡大プロジェクトを支

援することにより、我が国農林水産物・食品の輸出拡大を加速化する。

２．事業内容

（１）海外輸出環境調査

事業実施主体が取り扱う産品について、海外の流通業界を中心とした市場調査、

一般消費者を対象とした嗜好・文化・風習・消費動向等調査。

（２）海外輸出環境整備

海外の関係団体等に対し、取扱い産品を使用した日本食等を認知させ、海外での

販売促進の協力を得る。また、輸出先国の植物検疫等に適合した生産地域の環境整

備等により、輸出の定着化を図る。

（３）海外販売促進活動

百貨店等における販売活動、レストランにおける日本食フェアの開催、効果的な

広報活動により、取扱い産品の販売量の拡大を図る。
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